
岡崎市健康・食育キャラクター「まめ吉」の使用に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、岡崎市健康・食育キャラクター「まめ吉」（以下、「まめ吉」という。）の

使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（権利） 

第２条 「まめ吉」に関する一切の権利は、岡崎市に属する。 

（定義） 

第３条 この要綱において用いられる用語の定義は次のとおりとする。 

(1) キャラクター 岡崎市健康・食育キャラクター まめ吉のデザイン及びその名称を 

  いう。 

(2) 商品 販売を目的として製造した製品及びそれに準ずるものをいう。 

(3) 広告 国、地方公共団体、民間事業所等が、商品又はその行う事業等の情報を世間 

に広く宣伝するためのものをいう。 

(4) 物品 商品及び広告の総称をいう。 

（キャラクター使用の承認の申請）  

第４条 広義における健康づくり、食育に関する事業等において、キャラクターのイラスト

を使用し、又は、キャラクターを使用した物品を製造し、販売し、又は宣伝に使用しよう

とする者は、あらかじめキャラクター使用承認申請書（様式第１号）に物品のデザインが

分かる書面等を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、各号のい

ずれかに該当するときは、届出書の提出とし、市長は受理をもって使用の承認とする。 

 (1) 市の機関が利用する場合。 

(2) 報道関係機関が新聞、テレビ、雑誌等により報道目的に使用する場合。 

(3) 市が後援又は参加するイベント等の主催者が、イベント等の告知物又は記録物を作成 

する場合。 

（審査及び承認）  

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係 

るキャラクターの使用が市の健康づくり、食育の PRに寄与すると認めたときは使用を承

認し、申請者に対し承認番号を付したキャラクター使用承認証（様式第２号）を交付する

ものとする。ただし、使用者が各号のいずれかに該当するときは、その利用を承認しない

こととする。 

(1) 市の信用又は品位を害するおそれがある場合。  

(2) 特定の政治、宗教又は選挙の活動に利用されるおそれがある場合。 

(3) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で、支障をきたすおそれがある場合。 

(4) 法令及び公序良俗に反するおそれがある場合。 

(5) 特定の個人、団体、法人又は商品等を支援若しくは推薦し、又はこれらを行うおそれ

があると認められる場合。 

(6) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合。 

(7) イラスト等の著しい変形を行う場合又は立体物でその表現がイラストの立体物と認

められない場合。 

(8) その他市長が不適当と認めた場合。 



２ 市長は、前項の規定による審査の結果、キャラクターの使用が前項の各号のいずれかに

該当すると認めたときは使用を承認しないこととし、申請者に対し、キャラクター使用不

承認通知書（様式第３）を交付するものとする。 

（使用の範囲） 

第７条 前条第１項の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、キャ

ラクターを物品本体、当該物品のパッケージ、広告物等において使用することができる。

ただし、食品については、野菜使用量の表示、又は地元の農産物や食材を使用しているこ

とを条件とする。 

（使用料） 

第８条 キャラクターの使用料は無料とする。 

 （遵守事項） 

第９条 使用者は、キャラクターの使用に関して、この要綱を遵守し、キャラクターのイメ

ージ等を損なうことがないよう適正に使用するとともに、物品の安全性及び品質について

も十分な配慮をしなければならない。 

２ 使用者は、物品に関して、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和

25 年法律第 175 号）、不当景品類及び不当表示防止法（昭和 37 年法律第 134 号）、食品衛

生法（昭和 22 年法律第 233 号）その他関係法令（以下これらを「関係法令」という。）を

遵守するとともに、市が製造し、又は販売する物品であると誤認されるおそれがないよう

配慮しなければならない。 

３ 市長はキャラクターの使用方法がキャラクターのイメージ等を損なうおそれがあると認

めたとき、又は関係法令に違反するおそれがあると認めたときは、使用者に対し、是正を

求めることができる。 

４ 市長は、物品が、関係法令に違反し、又は市が製造し、若しくは販売するものであると

誤認されるおそれがあると認めたときは、使用者に対し、キャラクターの使用中止又は物

品の外観その他についての是正を求めることができる。 

 （同一性の保持） 

第 10条 使用者は、キャラクターの使用に当たって次の各号に定める事項を遵守しなければ

ならない。 

(1)  「©2006 岡崎市 まめ吉 ○○○○」と表記すること。（「○○○○」には市長が「キ

ャラクター承認証」で個別に指定する承認番号を記載する） 

(2)  定められた色、形状、コンセプト等に従って使用すること。 

（物品の確認） 

第 11 条 使用者は、キャラクターを使用した物品を販売又は宣伝に使用しようとするとき

は、あらかじめ完成品を市長に提出し、確認を受けなければならない。ただし、物品の性

質その他やむを得ない理由により完成品を提出することが不可能なときは、協議の上、イ

メージデータの提出等に代えることができる。 

２ 市長は、前項の確認の結果、物品が適正でないと認めたときは、使用者に対して是正を

求めることができる。この場合において、使用者は、速やかにこれに応じ、市長の承認を

受けなければならない。 

３ 前項の是正に関する費用は、使用者が負担するものとする。 



（承認内容の変更） 

第 12条 使用者は、承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめキャラクター 

使用内容変更承認申請書（様式第４）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、承認することが適当と認めたときは変更を承認 

し、申請者に対しキャラクター使用内容変更承認通知書（様式第５）により通知する。 

（承認の取消） 

第 13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消す 

ことができる。 

(1)  第５条、第６条の規定について明らかな違反がある場合若しくは虚偽の申請が明らか

になったとき。 

(2)  第９条第３項若しくは第４項又は第１１条第２項の規定による是正の求めに応じな

かったとき。 

(3)  この要綱の規定に違反したとき、又はこの要綱の遵守が困難であると認められる相当

の事由があるとき。 

(4)  市に対する重大な背信行為を行ったとき。 

(5)  キャラクターに関する市の権限の行使に支障を来たしたとき。 

２ 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、使用者に対し、キャラクタ

ー使用承認取消通知書（様式第６）により通知するものとする。 

３ 使用者は、承認が取り消されたときは、自己の責任と費用負担において、使用承認に基

づいて製造した一切の物品の販売等を停止し、又は廃棄処分しなければならない。 

４ 使用者は、使用の承認の取消しにより、市又は第三者に損害賠償金、訴訟費用その他の

費用が生じたときは、当該費用を負担しなければならない。 

（資料の提出又は報告の徴収） 

第 14条 市長は、使用者に対し、キャラクターの使用に関する事項について、資料を提出さ

せ、又は報告を求めることができる。この場合において、使用者は、速やかにこれに応じ

させなければならない。 

２ 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に対し、直ちにその旨を書面に

より通知しなければならない。 

(1)  使用者の住所又は所在地、代表者、商号等を変更しようとするとき。 

(2)  使用者の解散、合併、減資、営業の全部又は一部の譲渡又は譲受、会社分割の決議そ

の他これに類する変動が生じたとき。 

(3)  その他市との関係に重大な影響を及ぼす恐れのある事実が生じたとき。 

（権利設定の禁止） 

第 15 条 使用者は、キャラクターについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、

又は登録してはならない。 

（権利義務の譲渡等の禁止) 

第 16条 使用者は、承認によって生ずる権利または義務を第三者に貸与し、譲渡し、又は承

継させてはならない。 

 

 



（資料の貸与） 

第 17条 市長は、使用者から物品開発の参考とするため、意匠等に関する資料の提供を求め

られた場合は、業務に支障を来す場合又はおそれがある場合を除き、使用者にこれを貸与

することができる。 

２ 使用者は、貸与を受けた資料を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、物品開

発の参考とする以外の目的に使用し、又は無断で第三者に転貸し、若しくは使用させては

ならない。 

３ 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた資料を直ちに市に返却

しなければならない。 

(1)  物品の製造又は販売を終了したとき。 

(2)  市から資料の返却を求められたとき。 

(3)  承認が取り消されたとき。 

４ 使用者は、使用者の故意又は過失により、貸与を受けた資料が滅失若しくは毀損し、又   

 はその返却が不可能となったときは、市長が指定する期間内にこれを原状に復して返却し、

又は返却に代えてその代品を納め、若しくは市に与えた損害を賠償しなければならない。 

（著作権侵害行為への対処） 

第 18 条 市長及び使用者は、第三者によるキャラクターの著作権の侵害行為を知ったとき

は、相互に相手方に通知するとともに、協力して侵害行為に対処するものとする。この場

合において、市長は使用者のキャラクターの使用が円滑になされるよう必要な措置を講ず

るものとする。 

（権利侵害の主張への対処） 

第 19条 使用者は、キャラクターの使用に関して、第三者から権利侵害等の主張があったと

きは、速やかに市長に通知しなければならない。 

２ 前項の場合において、市及び使用者は、協力して第三者からの主張に対処するものとす

る。 

（紛争の解決） 

第 20条 使用者は、キャラクターの使用に関して、第三者との間に紛争が生じたときは、自

己の責任と費用負担においてこれを解決するものとする。 

  （使用者の物品に対する責任） 

第 21 条 使用者の物品の安全性、品質等については、全て使用者が責任を負うものとする。 

  （製造の委託における管理監督責任） 

第 22条 使用者は、物品の製造を第三者に委託しようとするときは、受託者がこの要綱に違

反することがないよう管理監督責任を負わなければならない。 

２ 受託者の違反行為により市が損害を受けたときは、使用者がその損害を賠償しなければ

ならない。 

（損害賠償） 

第 23条 使用者の物品の構造上、製造上その他の瑕疵により第三者が損害を受け、市が当該

第三者に対する損害賠償、訴訟費用その他の費用を支出したときは、使用者は、市に対し

て直ちにその費用を弁償しなければならない。 

   



（その他） 

第 24条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

      附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

      附 則 

この要綱は、平成 28年７月２日から施行する。 

     附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  


